
岩手県版文化遺産防災マップ 利用規約 

 

令和５年１月 31 日制定 

 

１．目的 

  岩手県版文化遺産防災マップ（以下「本マップ」）は、岩手県内に所在する文化遺産（国・

県・市町村の指定物件、県と市町村が所管する専用施設に収蔵された文化財等、及び上記

以外の文化財等で特に積極的な維持・管理の必要が認められるもの）について、平時にお

ける防災体制の整備と、非常時におけるレスキュー作業の円滑化に資することを目的と

して制作、供用されるものである。 

 

２．制作者 

  本マップは、東北発 博物館・文化財等防災力向上プロジェクト実行委員会（以下「実

行委員会」）が、岩手県及び岩手県内市町村と共同で、令和４年度の文化庁 Innovate 

MUSEUM 事業の助成を受けて整備した。 

 

３．管理責任者 

  本マップの管理責任については、実行委員会の構成機関の中でも中核館である岩手県

立博物館が第一義的に負うものとする。また、実行委員会が所与の目的を果たし、解散し

た後にも同館がその責を継承するものとする。 

 

４．平時における利用 

以下に掲げる者は１に掲げた目的達成のため、本マップを随時利用することができる。 

（１）実行委員会構成機関職員 

（２）岩手県教育委員会生涯学習文化財課及び市町村の文化財担当部局職員 

（３）岩手県及び岩手県内各市町村職員等の内、（１）乃至（２）が必要と認めた者 

 

５．平時における利用の範囲 

 （１）４に定めた利用者は平時において以下の範囲で本マップの利用が認められる。 

   ①本マップの自由閲覧。 

   ②１に掲げた目的に資する範囲での学術、普及活動や行政業務における本マップ画

面の引用。（ただし個人情報が明記された画面を除く。） 

 （２）次の行為については平時において認められる利用の範囲外とする。 

   ①４に定めた利用者以外への供覧。 

   ②個人情報が明記された画面の印刷、及び印刷物やプレゼンテーションにおける引

用。 



６．緊急時における利用 

  ４に定めた利用者は、自然災害発生時など、本マップに掲載された文化遺産の保全上、

緊急かつやむを得ないと認められるとき、保全のための活動を共同で実施する第三者に

限り本マップを供覧することを認める。 

［参照］岩手県個人情報保護条例（令和４年岩手県条例第 20 号による一部改正版） 

第６条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合（実施機

関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。

以下「オンライン結合」という。）により個人情報を実施機関以外のものに提供してはな

らない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。  

(3) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められると

き。 

 

７．供用期間 

  令和５年４月１日から当面の間 

 

８．守秘義務 

  本マップを利用した者は、所与の目的以外のために、本マップを通じて知り得た情報を

第三者に漏らしてはならない。また、本マップ閲覧に必要な ID やパスワードを４に定め

た利用者以外に漏らしてはならない。 

  以上に違反したことが明らかな利用者については、それ以降本マップの利用を禁止す

る。また、違反により損害が生じた場合、その賠償に関する義務を負う。 

 

９．事前申し入れを要する事項 

  管理責任者は次のいずれかに当たる場合には、制作者全体に事前に申し入れを行うも

のとする。 

 （１）本マップの運用を停止する場合 

 （２）利用者の範囲を変更する場合 

 （３）その他本マップの運用や本規約について重大な変更が生じた場合 

 

10．その他 

 本規約に規定のない事項については、実行委員会内で協議の上定めることとする。 

 

 

 

 

 


